
１　申請車両の使用の本拠の位置

区

２　申請車両の走行路線

～

３　申請車両の車両番号等

４　申請車両の種類

５　車両等に表示する屋外広告物

番号

1

2

3

4

5

合計

６　特例許可に関する許可台数について　（□　１車両当たり１５㎡超の場合のみ）

（備考）

手数料 備考

台

㎡

事業者保有台数（Ｂ）

台

㎡

㎡

特例許可台数（Ａ） 特例許可率（Ａ／Ｂ）

㎡

㎡

㎡

％

　□一般乗合旅客自動車　（□京都市交通局　□京阪京都交通　□京阪バス　□京都バス　□その他（　　　　　　　　　））

　□一般貸切旅客自動車　　□一般乗用旅客自動車　　□貨物自動車

　□鉄道事業の用に供する車両　（□叡山電鉄　□近畿日本鉄道　□京阪電気鉄道　□その他（　　　　　　　　　　））

　□軌道事業の用に供する車両　　□その他の車両

個　　票

個票番号

営業所等

手数料合計

面積


